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乳児等通園支援事業にかかる教育・保育等の一体的提供及び教育・保育等の推進に

関する体制の確保 

 

こどもえがおプラン～出雲市こども計画～ 

「第４章 量の見込み、確保方策」の変更について 

 

１．変更の理由 

 ・「乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）」は現在、子ども・子育て支援法

に基づく「地域子ども・子育て支援事業」として位置づけられており、こどもえ

がおプランにおいても「第 4章 Ⅳ地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと

確保方策」（P133～P135）の「16.乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）

【新規】」として記載している。 

本事業は令和 8年 4月から子ども・子育て支援法に基づく「乳児等のための支援

給付」として創設されることに伴い、「第 4章 Ⅳ地域子ども・子育て支援事業の

量の見込みと確保方策」から抜き出し、新たな項目として位置づける。 

 

 

 

２．変更概要 

・「乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）」について、「第 4章 Ⅳ地域子 

ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策」から抜き出し、別紙のとおり、

「「第 4章 Ⅴ乳児等通園支援事業の量の見込みと確保方策【新規】」とする。 

 

・以下の基本的記載事項（必須記載事項）の追記 

乳児等のための支援給付に係る教育・保育等（教育・保育又は乳児等通園支援を 

いう。）を一体的に提供する体制に関する事項を「「第 4章 Ⅴ乳児等通園支援事 

業の量の見込みと確保方策【新規】」内に追記する。 

 

【追記内容】 

 

 

 

 

地域の教育・保育施設と連携し、乳児等通園支援事業の利用終了後の受け入れ枠 

の確保に努めるほか、乳児等通園支援事業者と教育・保育施設との連携及び乳児 

等通園支援事業の利用から教育・保育施設の利用への円滑な移行を支援します。 
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別紙 
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